
令和７年３月２７日

第１回羽島市議会定例会議案

（追加）（２）

-1-



目 次

報第 ３号 専決処分の報告について（専第４号 訴えの提起について）… ３

議第３６号 令和７年度羽島市一般会計補正予算（第１号）………………… ５

議第３７号 羽島市副市長の選任について……………………………………… １３

議第３８号 羽島市副市長の選任について……………………………………… １４

-2-



報第３号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和７年３月２７日提出 

 

                   羽島市長 松 井  聡 
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専第４号 

 

   訴えの提起について 

 

 訴えの提起を次のとおりすることについて地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により、専決処分する。 

 

  令和７年３月３日専決 

 

羽島市長 松 井  聡 

 

 

 

 市が行った給食費に係る支払督促の申立てに対し、相手方から督促異議の申立てが

あったため、給食費請求の訴えを提起する。 

１ 相手方 

  羽島市在住の個人２名 

２ 請求金額 

  金２１４，６８０円 

３ 事件名 

  給食費請求事件 

４ 請求の内容 

  令和元年度から令和５年度までの未払給食費の合計 

５ 進行方針及び取扱い 

 ⑴ 本件に関する訴えの提起及び訴えの取り下げ 

 ⑵ 相手方の和解の申し入れがあり、履行が見込まれる場合は和解する。 

   和解の条件は、市長に一任する。 

 ⑶ 判決の結果、必要と認めたときは、控訴、上告する。 

 

 

-4-



議第３６号  

 

   令和７年度羽島市一般会計補正予算（第１号）  

 令和７年度羽島市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１，１８５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２６，５５１，１８５千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ､ 

「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（地方債の補正）  

第２条  地方債の変更は、「第２表  地方債補正」による。  

 

  令和７年３月２７日提出  

                           羽島市長  松  井   聡  
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第１表　

(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

18 繰 入 金 １，６７３，２８５ ２１，３８５ １，６９４，６７０

2 基 金 繰 入 金 １，６６７，２８４ ２１，３８５ １，６８８，６６９

21 市 債 １，０４６，２００ ２９，８００ １，０７６，０００

1 市 債 １，０４６，２００ ２９，８００ １，０７６，０００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２６，５００，０００ ５１，１８５ ２６，５５１，１８５

歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ３，０６９，７９２ ５１，１８５ ３，１２０，９７７

1 総 務 管 理 費 ２，４５０，４３７ ５１，１８５ ２，５０１，６２２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２６，５００，０００ ５１，１８５ ２６，５５１，１８５
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第２表

（変更） （単位：千円）

利 率 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

旧本庁舎・中庁
舎解体事業

5.0%以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率見直し
を行った後
において
は、当該利
率見直し後
の利率）

119,700
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0%以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率見直し
を行った後
において
は、当該利
率見直し後
の利率）

　政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合には借入先
と協定し、その条件に従
うものとする。ただし、
市財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償還又
は低利に借換えすること
ができる。

89,900
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

政府資金についてはそ
の融資条件により、銀行
その他の場合には借入先
と協定し、その条件に従
うものとする。ただし、
市財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償還又
は低利に借換えすること
ができる。

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法

地　　　方　　　債　　　補　　　正

償 還 の 方 法

-8-



１　歳入

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 基金繰入金 1,667,284 21,385 1,688,669  1 財政調整基金繰入金 21,385 財政調整基金繰入金 21,385(既決 973,139)

計 1,667,284 21,385 1,688,669

(款) 21 市債

(項) 1 市債

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 総務債 102,200 29,800 132,000  1 総務管理債 29,800 旧本庁舎・中庁舎解体事業

29,800(既決 89,900)

計 1,046,200 29,800 1,076,000

歳入歳出補正予算事項別明細書

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額
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２　歳出

(款) 2  総務費
(項) 1  総務管理費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 一般管理費 1,095,275 17,973 1,113,248 17,973  2 給料 8,705

特別職給 8,705 特別職人件費 17,973(既決 39,568)

 3 職員手当等 4,115

通勤手当 110

期末手当 4,005

 4 共済費 5,153

職員共済組 2,542

合負担金

退職手当組 2,611

合負担金

 5 財産管理費 472,213 33,212 505,425 29,800 3,412 12 委託料 212

14 工事請負費 33,000 旧本庁舎・中庁舎解体事業                   

33,212(既決 99,998)

計 2,450,437 51,185 2,501,622 29,800 21,385

一般財源 区   分  金   額 
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１　特別職

 

職 員 数 報 酬 給 料 期末手当 調整手当 寒 冷 地 その他の 計 共 済 費 合 計 備 考

手 当 手 当

（ 人 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

長 等 4 － 35,650 16,400 － － 134 52,184 18,842 71,026

議 員 18 85,961 － 39,540 － － － 125,501 24,074 149,575

その他の特別職 1,806 89,501 － － － － － 89,501 0 89,501

計 1,828 175,462 35,650 55,940 － － 134 267,186 42,916 310,102

長 等 3 － 26,945 12,395 － － 24 39,364 13,689 53,053

議 員 18 85,961 － 39,540 － － － 125,501 24,074 149,575

その他の特別職 1,806 89,501 － － － － － 89,501 0 89,501

計 1,827 175,462 26,945 51,935 － － 24 254,366 37,763 292,129

長 等 1 － 8,705 4,005 － － 110 12,820 5,153 17,973

議 員 － － － － － － － － － －

その他の特別職 － － － － － － － － － －

計 1 － 8,705 4,005 － － 110 12,820 5,153 17,973

比

較

給 与 費 明 細 書

区 分

給 与 費

補

正

後

補

正

前
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（変更） （単位：千円）

１ 10,163,620 1,046,200 10,109,420 10,139,220

(1) 4,456,690 102,200 4,277,063 4,306,863

19,159,698 1,046,200 18,158,091 18,187,891合 計 1,076,000

普 通 債 1,076,000

総 務 132,000

地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

前 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当該年度中増減見込み 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額

区 分 当該年度中起債見込額
補 正 前 補 正 後

補　正　前 補　正　後
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議第３７号

羽島市副市長の選任について

羽島市副市長に次の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１６２条の規定により、議会の同意を求める。

令和７年３月２７日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

國 枝 篤 志
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議第３８号

羽島市副市長の選任について

羽島市副市長に次の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１６２条の規定により、議会の同意を求める。

令和７年３月２７日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

鷲 野 俊 樹
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